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Ⅳ　作 成 例 編












作成例１　寄附行為変更の条項及び事由



寄附行為変更の条項及び事由（※１）


　本法人は、従来、中学校、小学校及び幼稚園を経営してきたが、この度新たに高等学校を設置することとなったので、これに伴い寄附行為を下記のとおり変更するものである。

記

１　第４条中、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号として次の１号を加える。

　　○○高等学校　全日制課程普通科

　　事由：


２　第６条第１項中、「理事５人」を「理事６人」に改める。

　　事由：


３　第６条第２項中、「評議員６人」を「評議員７人」に改める。

　　事由：


４　附則として次の附則を加える。（※２）

　　附　則
　　この寄附行為は、青森県知事の認可の日（　　年　月　日）から施行する。

  　事由：


○作成上の注意
（※１）内容は、寄附行為新旧対照表（作成例２）と一致させること。
（※２）附則は、寄附行為変更のたびに記載されるものであるため、過去の附則を含めて省略せず、
全て記載すること。

作成例２　寄附行為新旧比較対照表



寄附行為新旧比較対照表（※１）


	
	
	

	                      新　　　　　　　　　　
	旧

	
	
	

	
  　（設置する学校法人）
  第４条　この法人は、前条の目的を達成するた
    め、次に掲げる学校を設置する。
  　(1)　○○高等学校　全日制課程普通科
  　(2)　○○中学校           （※２）
  　(3)　○○小学校
  　(4)　○○幼稚園
　　(5)　幼保連携型認定こども園〇〇園
  
  　（役員及び評議員の設置）
第６条　この法人に、次の役員を置く。
(1)　理事　　６名　
(2)　監事　　２名　
２　この法人に、評議員７名を置く。　
  
  附　則
  ３　この寄附行為は、青森県知事の認可の日（○　　○年○月○日）から施行する。




	
　（設置する学校法人）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するた
　め、次に掲げる学校を設置する。
　(1)　○○中学校
　(2)　○○小学校
　(3)　○○幼稚園



（役員及び評議員の設置）
第６条　この法人に、次の役員を置く。
(1)　理事　　５名　
(2)　監事　　２名　
２　この法人に、評議員６名を置く。

　　（新設）









○作成上の注意
（※１）内容は、寄附行為変更の条項及び事由（作成例１）に一致させること。
（※２）変更に係る条文のみ記載し、変更箇所は下線（朱線）を付して明示すること。

